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  ご入学、ご進級おめでとうございます。春の訪れとともに、新しい一年が始まりました。 

こどもたちが安心して過ごせる場であるよう職員一同、心新たに努めてまいります。引き続き地域の皆様、保

護者の皆様にも温かいご支援を賜りますようお願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童館・児童センターは『子どもの権利に関する条例』『子どもの居場所づくり』を推進していす。

児童相談をいつでも受け付けています。お気軽にお越しください。 

 

 

鎌田児童センターだより 
令和８年  ４月号 

 

〒390-0848 松本市両島 5-50 
 

TEL  0263-26-4747 
FAX 0263-50-5563 

４月 行事予定 

      『１年生 避難訓練』 

日時：４月１０日(金) 

内容：地震想定（クラブ室～児童公園砂場横へ） 

『１年生 センター探検』 

日時：４月８日（水）９日（木）１３：３０～ 

内容：センター内、近隣施設を探検します。 

   センターでの遊び方や約束事を確認します。 

 

🎉 

 
 

『１年生歓迎会』 

日時：４月１６日（木）１５：４０～ 

場所：鎌田体育館 

内容：１年生紹介、センターの約束事確認 

 

うんどうあそび 

 毎週１回、１５：３０～ 

場所：鎌田体育館 

  

 

 

地域活動クラブ環境整備『保護者作業』 

日時：４月１８日（土） 

時間：８：３０～９：３０ （３０分程度） 

対象：１年生女子（兄弟関係は、下の学年で参加） 

内容：児童公園及びセンター周辺の草刈り 

持ち物：軍手、カマ（ある方） 

集合場所：センター玄関前 

雨天時：窓ふき、床拭き（雑巾は用意します） 

必要な方は、ビニール手袋をご持参下さい。 

※参加できない方は、職員までご連絡お願い致します。 

 

窓ふき（雑巾は用意します） 

   必要な方はビニール手袋をご持参下さい。 

 児童センター利用のご案内 

●児童センター事業（一般利用） 
・18歳未満の児童は誰でも利用できます。 
 学校登校日 １２：３０～１８：３０ 
 学校休業日  ８：３０～１８：３０ 
・就学前のお子さんの利用は保護者同伴でお願いしま
す。 

●放課後児童健全育成事業 
・保護者の方の就労等により放課後留守家庭になる 
お子さんを有料の登録制でお預かりします。 

●一時利用 
・保護者の冠婚葬祭・仕事などの場合、１日単位で 
有料(1回５００円)で一時利用することができます 

・事前に登録が必要です。 
 
 

囲碁・将棋 

 ２２日（水）１５：４０～ 

場所：鎌田地区福祉ひろば 

          『畑つくり』 

日時：４月２８日(火)～ 

内容：高学年を中心にじゃがいもなどを植えるた

めに土を耕し畑つくりをします。 


